
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

選
挙
関
係
事
務
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
七
月
八
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

森

本

俊

一

別
記
第
十
一
号
様
式
の
三
そ
の
一
（
自
動
車
）
の

中
「1

5
,8
0
0
円

」
を
「1

6,
1
0
0
円

」
に
改
め
る
。

（裏）

別
記
第
十
一
号
様
式
の
三
の
二
中
「7

円
51
銭

」
を
「7

円
73
銭

」
に
、
「3

7
5
,
5
00
円

」
を
「38

6
,
5

0
0円

」
に
、
「5

円
2
銭

」
を
「5

円
1
8
銭

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
四
中
「5

2
5
円
6
銭

」
を
「5

4
1
円
3
1銭

」
に
、
「3

1
0
,5
0
0
円

」
を
「3

1
6
,
2
5

0
円

」
に
、
「2

7
円
5
0
銭

」
を
「2

8円
3
5
銭

」
に
、
「5

73
,
0
3
0
円

」
を
「5

8
6
,9
0
5
円

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
五
の
そ
の
一
（
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
）
の
（
別
紙
）
そ
の
２
中
「1

5
,

8
00
円

」
を
「1

6,
1
0
0
円

」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
一
の
二
（
ビ
ラ
の
作
成
）
の
（
別
紙
）
中
「7

円

51
銭

」
を
「7

円
73
銭

」
に
、
「3

7
5
,
50
0
円

」
を
「38

6
,
5
0
0
円

」
に
、
「5

円
2
銭

」
を
「5

円
18
銭

」

に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
二
（
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
）
の
（
別
紙
）
中
「5

2
5円

6
銭

」
を
「5

4
1
円
3
1
銭

」

に
、
「3

1
0
,
50
0
円

」
を
「3

1
6
,
25
0
円

」
に
、
「2

7円
5
0
銭

」
を
「2

8
円
3
5
銭
」
に
、
「5

7
3,
0
3
0
円

」

を
「5

8
6
,
9
05
円

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
選
挙
関
係
事
務
執
行
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前

日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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